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大阪府域における
化学物質管理行政の
権限移譲について

大阪府環境農林水産部環境管理室
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権限移譲の状況

n 大阪府は、化学物質管理行政について、市町村へ
の権限移譲を進めています。

n 市町村への移譲の状況は以下のとおりです。

※市町村名を「＋」でつないでいる市町村は、広域連携の取組みにより事務を
処理する予定です。

平成21年 4月 大阪市、堺市

平成23年 10月 池田市＋箕面市＋豊能町＋能勢町

平成24年 1月 高槻市、茨木市、阪南市、
富田林市＋河内長野市＋大阪狭山市＋太子町＋河南町
＋千早赤阪村

平成24年 3月 泉大津市＋忠岡町

平成24年 4月 豊中市
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H24年度からの届出窓口等
市町村 届出受付窓口 届出内容、

作成の相談
届出内容に係る
届出者への照会

池田市 ○ ○ ○

箕面市 ○ ― ―

豊能町 ○ ― ―

能勢町 ○ ― ―

高槻市 ○ ○ ○

茨木市 ○ ○ ○

阪南市 ○ ○ ○

河内長野市 ○ ○ ○

富田林市 ○ ― ―

大阪狭山市 ○ ― ―

太子町 ○ ― ―

河南町 ○ ― ―

千早赤阪村 ○ ― ―

泉大津市 ○ ○ ○

忠岡町 ― ― ―

豊中市 ○ ○ ○
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今後の権限移譲予定

n 今後の権限移譲の予定は以下のとおりです。

n 化学物質管理行政に係る権限移譲の情報は、下記
の府HPで順次更新していきます。

平成24年 10月 吹田市、松原市

平成25年 1月 八尾市、岸和田市、貝塚市

http://www.pref.osaka.jp/kankyohozen/shidou/ijou.html

http://www.pref.osaka.jp/kank

